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〔要　　　旨〕

2024年６月の入管法および技能実習法の改正により、技能実習制度の発展的な解消が決ま

り、27年４月からは新たに育成就労制度が施行予定となっている。

育成就労制度は、技能実習制度における制度目的と実態のかい離の指摘を踏まえて、労働

力の確保を制度目的に位置付けるとともに、転籍制限の緩和や管理監督・支援体制の強化、

さらには日本語能力を重視する外国人の保護をねらった内容として、22年から２年におよぶ

議論の後に、創設に至っている。

多くの技能実習生を受け入れてきた農業分野では、技能実習制度の解消の影響は大きく、

今後の外国人労働者の受入れを検討するには新たな制度を正しく理解する必要がある。農業

分野に着目した制度の概要と今後のポイントのうち、今回は制度全体の枠組みについて紹介

する。
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育成就労制度の概要と今後のポイント
─農業分野における外国人の受け入れに着目して─
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「出入国管理及び難民認定法及び外国人

の技能実習の適正な実施及び技能実習生の

保護に関する法律の一部を改正する法律」

が2024年６月に成立・公布され、人材育成

と人材確保を目的とする新制度である「育

成就労制度」が27年４月に施行予定となっ

ている。

本改正によって、93年の制度開始以来、

30年以上にわたり多くの外国人を受け入れ

てきた技能実習制度は、発展的に解消され

ることが決まり、今後のわが国における外

国人労働者の受入れは、特定技能制度と育

成就労制度の二制度を中心に展開していく

ものと見込まれる。

農業分野では、2000年から技能実習生の

受入れが可能となり、10年代半ば以降、受

入れが急速に拡大した。20年代には、国内

の常雇労働者数の１割強に相当する約３万

人が農作業に従事しており、品目や産地に

よっては、さらに高い割合となっている。

とりわけ耕種農業では、技能実習生数が全

業種において３番目に多く、国内の農業従

事者数が減少するなかでその存在感が増し

てきている。

このように農業分野は技能実習制度と密

接な関係を有してきたため、制度解消の影

響は大きい。農業関係者は後継制度にあた

る育成就労制度の内容を十分に理解したう

えで、自らの経営および産地における労働

力確保について、特定技能制度との関係性

を含めた外国人雇用の在り方を検討しなけ

ればならない状況となっている。

なお育成就労制度は、技能実習制度が長

年抱えていた看過できない課題に対して、

総合的かつ抜本的な見直しの結果として創

設されたといえる。そのため、新制度を理

解するためには、従来の制度の課題と、そ

の課題の改善のねらいへの理解が重要だと

考えられる。

以上をふまえ、本稿では農業分野を念頭

に、まず現行の技能実習制度と特定技能制

度の概要と見直しの経緯を整理し、育成就

労制度の枠組みを明らかにしたうえで、農

業関係者において今後検討が必要となる制

度の論点等を提示してみたい。

技能実習制度は93年の開始以降、多くの

外国人を受け入れてきた。しかし、それと

同時に看過できない課題を抱え続けている

として、指摘に基づく複数回の制度の見直

しが行われてきた。

その重要な転機が09年の入管法改正であ

り、この改正によって、新たな在留資格と

して「技能実習」が新設され、それ以前の

「研修」と「特定活動」という二つの在留

資格を組み合わせた制度ではなくなってい

る。このため、技能実習生が労働者として

明確に位置付けられることとなり、労働者

災害補償保険法や最低賃金法をはじめとす

る労働者保護策の対象として、労働者保護

はじめに

１　現行技能実習制度と
　　特定技能の創設　　
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の合格者を雇用対象とする制度として開始

となり、現在に至っている（注２）。

このように10年代末には、技能が未熟練

の外国人は技能実習制度、一定の技能を有

する外国人は特定技能制度で受け入れると

いう制度体系が確立されている。なお、技

能実習と特定技能は目的や制度の仕組みが

異なる別々の在留資格であるが、技能実習

制度を良好に修了した者は、特定技能制度

が求める技能と日本語能力の水準を満たし

ているとして、試験免除の対象となってい

ることから、両制度は実質的に接続関係に

ある。その結果、技能実習を修了し、その

後は特定技能に移行して、国内での就労を

スムーズに続けることが可能となり、農業

分野における連続的なキャリア形成ができ

るようになっている（注３）。
（注１）技能実習法の設立までの経緯については上
林（2018）、松下奈美子編（2026）などに詳しい。
なお、技能実習法では制度の厳格化とあわせて
優遇措置も設けており、優良な監理団体・実習
実施者に限り、４年目から５年目の実習実施を
認める「技能実習３号」の創設などの内容を含
んでいる。

（注２）農業支援外国人受入事業については石田
（2017）、農業分野における特定技能開始前後の
動向等については石田（2018）にまとめている。

（注３）技能実習から特定技能への接続は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染が拡大した時期にお
いて、修了後の母国への帰国ができないことを
理由として急速に進み、19年から21年の特定技
能外国人数の増加の理由にもなっている。

の強化がはかられることとなった。

しかし、その後も技能実習生の失踪や人

権侵害の問題が発生し続けたため、技能実

習の適正な実施と技能実習生の保護に関す

る制度の実効性に関するさらなる強化が求

められた。

このときの検討の結果は、16年11月に成

立・公布となった「技能実習の適正な実施

及び技能実習生の保護に関する法律」（い

わゆる「技能実習法」）に反映され、17年

11月に施行となっている。同法に基づき、

外国人技能実習機構の設立や、実習実施計

画の認定制や監理団体の許可制の導入など

現行の制度の基盤といえる内容の整備がす

すみ、現在に至っている（注１）。

なお、同時期は、深刻な人手不足への対

応として、外国人労働者の受入れが着目さ

れた時期でもあった。まず、国家戦略特別

区域法の改正に基づき、国家戦略特区での

「農業支援外国人受入事業」の実施が17年

６月に決定している。本事業は、国家戦略

特区に限り、派遣形態での外国人雇用を認

める仕組みであり、農業特有の労働需要に

も応じた労働力確保策として、他分野に先

駆けて技能実習の修了者の雇用を認める内

容であった。

これに次いで、18年12月の入管法改正で

は、在留資格「特定技能」が新設され、19

年４月に施行となった。本在留資格に基づ

く特定技能制度は、分野を限定して、人手

不足の解消を目的とする外国人の雇用を認

める仕組みであり、技能実習の修了者ない

し技能水準と日本語能力水準にかかる試験

２　育成就労制度創設の検討経緯

(1)　育成就労制度の創設

育成就労制度の創設の検討は、当初は技

能実習制度と特定技能制度の在り方の見直
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法務大臣（当時）により「長年の課題を、

歴史的決着に導きたい」と発言がなされ、

技能実習制度の大幅な見直し方針が決定し

ている（注４）。

ただし、この時点では、制度の廃止や存

続を前提とする内容の改善、さらには特定

技能制度に寄せて、特定技能０号として存

続させていく意見が出るなど見解がさまざ

まに分かれ、具体的な制度の見直し方針は

未定であった。そこで、より具体的な議論

の場として、「外国人材の受入れ・共生に

関する関係閣僚会議」（以下、関係閣僚会

議）のもとに、「技能実習制度及び特定技能

の在り方に関する有識者会議」が22年12月

に組成され、23年11月までに計16回の継続

的な議論が行なわれている。

第１表は、有識者会議での中心的な論点

であり、技能実習制度と特定技能制度の在

り方と人権侵害の防止を含む「外国人にと

ってもわが国にとってもプラスとなる仕組

みとするための方策」までカバーしてい

る。議論の結果、最終的には、技能実習制

しとして始まっている。

つまり、技能実習制度については、技能

実習法の施行後５年目にあたる22年11月を

目途に、制度の施行状況を勘案した検討を

行い、その結果に基づく所要の措置を講じ

る予定としており、特定技能制度について

も、18年の改正入管法の施行後２年目にあ

たる21年４月以降に制度の在り方の検討を

行う予定としていたため、両制度の見直し

のタイミングは法律の規定に基づくもので

あったと理解してよい。

具体的な検討の起点は、22年２月から７

月に開催された「特定技能制度・技能実習

制度に係る法務大臣勉強会」での制度課題

の整理であり、本勉強会の過程において、

技能実習制度については、人づくりを通じ

た国際貢献を掲げる制度目的を掲げなが

ら、実態は労働力確保策になっているとい

う、制度目的と実態のかい離が指摘され

た。また、失踪や人権侵害が、転籍制限な

どの制度設計に由来しているという問題点

も明確化され、これらの整理のもと、古川

第1 技能実習制度と特定技能制度の制度趣旨について

1 制度目的（人材育成を通じた国際貢献）と実態（国内での人材確保や人材育成）を踏まえた技能実習制度の在り方（制
度の存続や再編の可否を含む）

2 外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度（キャリアパス）の構築（両制度の対象職種の在り方を含む。）
3 受入れ見込み数の設定の在り方
第2 人権侵害の防止その他外国人にとってもわが国にとってもプラスとなる仕組みとするための方策について
1 転籍の在り方（技能実習）

2
管理監督や支援体制の在り方
（1）監理団体や登録支援機関の管理及び支援の在り方（存続の可否を含む。）
（2）国の関与や外国人技能実習機構の在り方（存続の可否を含む。）
（3）送出機関や送出しの在り方（入国前の借金の負担軽減策、MOCのさらなる強化方策を含む。）

3 外国人の日本語能力の向上に向けた取組（コスト負担の在り方を含む。）
資料 　「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する論点」（技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（第1回）

資料）より農中総研作成

第１表　技能実習制度、特定技能制度の論点
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度を廃止し、新制度を創設することと、第

１表の論点に関する改善方針等に関する提

言を含む最終報告書をまとめ、小泉法務大

臣（当時）に提出している。

関係閣僚会議では、この最終報告書の内

容を踏まえて、24年２月に「技能実習制度

及び特定技能制度の在り方に関する有識者

会議最終報告書を踏まえた政府の対応につ

いて」を決定し、「育成就労制度」を名称

とする新制度の創設がここで明確となっ

た。その後、育成就労制度の創設を中心と

する入管法および技能実習法の改正を含む

法案ができ、同年３月15日の閣議決定と国

会提出を経て、24年６月の成立・公布を迎

えている（注５）。
（注４）こうした育成就労制度につながる議論と併
行して、技能実習制度の運用内容の見直しは随
時行われており、課題が放置されていたわけで
はない。特に24年11月の運用要領の改正は、そ
れまで不明瞭であった転籍を認め得る「やむを
得ない事情」について具体例を明記するなどの
内容を含み、育成就労制度にも受け継がれる内
容となっている。

（注５）24年６月に成立・公布となった「出入国管
理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正
な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一
部を改正する法律」は、技能実習法を育成就労
法とする育成就労制度の創設や仕組み等にかか
る内容に加えて、特定技能制度の適正化に関す
る内容を含んでいる。さらに、有識者検討会で
は直接的な論点とはなっていなかった不法就労
助長罪の厳罰化、永住許可制度の適正化の内容
も含み、26年に入ってからの不法就労対策の厳
正化の議論につながっている。

(2)　育成就労法成立以降の経緯

育成就労法の成立により、技能実習制度

は廃止が決定し、育成就労法が従来指摘さ

れてきた実態とのかい離を是正する観点か

ら、労働力確保を制度目的として明確に位

置付けるとともに、「人権侵害の温床」と

批判されてきた転籍制限の緩和などの外国

人の保護にかかる強化方針を備え、受入れ

見込数の設定など、制度の基本的な枠組み

が示したことは大きな注目を集めた。

他方で、制度の具体的な内容は、省令お

よび告示等に委ねられる部分が多く、法成

立後も引き続き、詳細な設計に関する議論

が継続された。

その中心となったのが、25年２月から26

年１月にかけて計13回開催された「特定技

能制度及び育成就労制度の基本方針及び分

野別運用方針に関する有識者会議」であ

り、両制度の基本方針および分野別運用方

針の議論が重ねられた（注６）。

基本方針、分野別運用方針はそれぞれ育

成就労法に基づくものであり、基本方針

は、①両制度の意義、②認める雇用形態、

③人材に求める条件（技能水準、日本語能

力水準を含む）、④受け入れる事業者（特

定技能所属機関、育成就労実施者）の責務

等、⑤育成就労制度における育成就労実施

者（転籍）の基本事項、⑥人手不足状況の

変化等への対応の在り方など、制度の枠組

みの方向性を決める内容である。

もう一つの分野別方針は、①人材不足の

状況とその対策、②受入れの上限となる受

入れ見込数、③特定技能、育成就労におい

て人材に求める技能水準と日本語能力水

準、④転籍にあたって必要となる技能水準

や日本語能力水準、⑤分野特有の事情に鑑

みて講じる措置等について、分野ごとに定

めるものとなっている。
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本会議発足直後の25年３月には基本方針

が閣議決定され、その後、分野ごとの詳細

な議論にすすみ、分野別運用方針が決定さ

れたのは26年１月であった。したがって、

育成就労制度の全貌が初めて明らかになっ

たのは26年以降のことである。さらに、農

業分野の特有の事情を鑑みた上乗せ基準の

告示が26年４月末に明らかとなり、農業分

野での育成就労制度についてもようやく理

解できる状況となっている。
（注６）これとは別に、両制度における技能評価の
在り方を専門的に検討する場として、「特定技能
制度及び育成就労制度の技能評価に関する専門
家会議」が25年２月から11月にかけて開催され
た。同会議では技能評価の方法や水準に加え、
労働安全衛生に関する評価の質を高めることな
ども含めた検討が進められている。

(1)　育成就労制度の目的

ここからは、技能実習制度および特定技

能制度との比較を通じて、育成就労制度の

特徴を整理する。まず、制度目的の変更に

ついて確認したい。

育成就労法は、育成就労の適正な実施と

育成就労外国人の保護をはかることによ

り、「育成就労産業分野に属する相当程度

の知識又は経験を必要とする技能を有する

人材を育成するとともに、育成就労産業分

野における人材を確保すること」を目的と

している。この目的では、以下の三点が重

要である。

第一は、「育成就労産業分野」の選定で

ある。特定技能制度における「特定産業分

野」と同様に、制度を通じた外国人受入れ

の可否を産業分野単位で選定する仕組みと

なっており、そのうえで育成就労産業分野

と特定産業分野は原則として一致させる方

針がとられている。26年５月時点において

は、特定産業分野として指定されている19

分野のうち、航空および自動車運送業を除

く17分野が育成就労産業分野として選定さ

れており、農業もその一つに含まれている

（注７）。

第二は、特定技能１号外国人の技能水準

に相当する「相当程度の知識又は経験を必

要とする技能」を育成就労期間の人材育成

の目標水準として明示している点である。

以上の二点から、育成就労制度は、育成

就労から特定技能への円滑な接続を可能と

し、それを通じて外国人が日本国内で中期

的に活躍できるためのキャリアパスの構築

をねらった制度だと理解することができ

る。この結果、在留資格の関係は、第１図

のようになる。

第三は、制度の目的に労働力確保を明確

に位置付けた点である。これは、従来の技

能実習制度において指摘されてきた、制度

目的と実態のかい離への対応であり、技能

実習制度からの大きな転換といえる。これ

にともない、技能実習制度と比べて、人手

不足の状況に応じて業務に柔軟に従事可能

となるなど、後述する育成就労計画にも大

きな影響が及んでいる（注８）。
（注７）特定産業分野は計19分野（介護、ビルクリ
ーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、
建設、造船・舶用工業、航空、自動車整備、自
動車運送業、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、

３　育成就労制度の概要
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飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資
源循環）であり、そのうち航空と自動車運送業
を除いた17分野が育成就労産業分野である（26
年５月時点）。
　育成就労制度では、就労を通じて技能を修得
させることを前提としているため、日本の法令
に基づく免許や資格の取得が前提となる分野、
あるいは就労を通じた人材育成になじまない分
野については対象外とする方針となり、航空、
自動車運送業が選定から外れた理由となってい
る。

（注８）育成就労制度においては、制度目的におけ
る国際貢献の明記はないが、「技能実習制度およ
び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（第
２回）」の是川夕委員のコメントのとおり、本来
であれば人材育成は国際貢献と矛盾するもので
はない点に留意が必要といえる。

(2)　基本的な受入れスキーム
ａ　育成就労の実施体制

農業分野に関して、技能実習制度、特定

技能制度、育成就労制度の基本的な受入れ

スキームを整理すると（第２図）、監理団

体の名称が「監理支援機関」に変更されて

いる点を除けば、技能実習制度と育成就労

制度は基本的に類似した仕組みとなってい

る。

すなわち、育成就労の実施にあたって

は、外国人本人と受け入れる農業者に加え

て、外国人の母国に所在する送出機関と日

本国内の監理支援機関が関与することとな

る。ここで監理支援機関は、国際的な人材

のマッチングに加え、育成就労の適正な実

施を確保するための監理・指導、さらには

育成就労外国人の支援および保護に至るま

で、広範な役割を担うことが期待されてい

る。

ｂ　監理支援機関の認定基準

ただし、技能実習制度において、不適正

な監理団体の存在が人権侵害や失踪の発生

要因となっているとの指摘があった経緯か

ら、育成就労制度では監理支援機関に対し

て、従来よりも厳格な許可基準が設けられ

ている。そのため、既存の監理団体が同制

度の業務を担うためには、新たな許可基準

第１図　在留資格間の関係（技能実習、育成就労、特定技能）

資料 農中総研作成

技能実習2号を良好に修了し
ていれば、特定技能の試験
（技能、日本語能力）は免除
【実質的に接続】

技能、日本
語能力の
試験合格が
必須

試験合格
（技能、日本語）試験合格

（技能）

新たに日本語が追加
（当面は経過措置）

1号

1号

2号

3号

2号

（1年目）

（2～3年目）

（4～5年目）

試験ルート
外国人

試験ルート
外国人

1号

2号

基本3年間

国内外で技能と日本語
能力に関する試験に

合格
国内外で技能と日本語
能力に関する試験に

合格

技能実習 特定技能 育成就労 特定技能
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を満たしたうえで、あらためて申請し許可

を受けなければならない。

厳格化された許可基準は多岐にわたる

が、農業分野において特に重要と考えられ

る点は以下の二点である。

第一は、外部監査人に関する基準であ

る。技能実習制度でも、外部役員または外

部監査のいずれかの措置が法律上義務付け

られていた。育成就労制度ではこの点をよ

り一層厳格化し、外国人を受け入れる農業

者と密接な関係がないことを前提に、公正

かつ適正な監査を遂行できる資格・能力を

有する者として、弁護士、社会保険労務士、

行政書士などの有資格者（およびそれらの

法人）、あるいは出入国または労働に関連

する法令を研究している大学教授などを外

部監査人として選任しなければならないこ

ととしている（注９）。

この基準は、農協が監理支援機関となる

場合にも適用されるため、各県の農協中央

会や関連する監査機関では基準を満たさな

い点には留意が必要である。

第二は、常勤役職員数の基準である。監

理支援機関の役職員数は最低２人を前提と

し、役職員１人あたりの事業者数は８先未

満、外国人数は40人未満が上限として設定

されている。そのため、例えば事業者数が

16先である場合は、最低３人の役職員が必

要となる。

なお、役職員については兼務が認められ

ている。しかし、監理支援の実務に従事す

る者のみが対象となり、監理支援機関を担

う農協の営農部門の職員数はそのままカウ

ントされない点に注意が必要である。

このような監理支援機関の体制強化は、

制度の適正な運用と外国人保護の観点から

重要である。しかし、役職員数に関する基

準については、小規模事業者への対応が監

理支援機関の役職員数の増員を招く可能性

があるため、対応自体が敬遠されてしまう

おそれがある。特に農業は、建設、漁業と

ならび、１事業所あたりの外国人労働者数

第２図　各制度の基本的な受入スキーム

資料 農中総研作成

特定技能制度技能実習制度 育成就労制度

送
出
機
関

監
理
団
体

技能
実習生

農業者
（実習実施者）

雇用
契約

（監理費支払い）
送
出
機
関

職
業
紹
介
事
業
者

登
録
支
援
機
関

特定技能
外国人（１号）

農業者
（特定技能所属機関）

雇用
契約

紹介

支援委託
（委託料支払い）

送
出
機
関

監
理
支
援
機
関

育成就労
外国人

農業者
（育成就労実施者）

雇用
契約

名称変更
監理支援費
支払い
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が少なく、平均でも飲食料品製造業の約１

/５の水準にあるため、敬遠の影響が懸念

されてしまう分野といえる。
（注９）これらのほか、外部監査人にかかる講習実
施機関として告示されている機関のうち、直近
２事業年度のいずれかの年度において、外部監
査人にかかる講習を20回以上実施している機関
も認められている。

(3)　育成就労計画の概要

育成就労制度では、技能実習制度におけ

る「技能実習計画」に相当するものとして、

外国人ごとに「育成就労計画」を作成・申

請し、その認定を受けて、当該計画に基づ

く育成就労を実施する仕組みとなってい

る。計画の認定基準には、制度目的を反映

した特徴的な内容がみられ、農業者がおも

に注目すべき点は以下のとおりである。

ａ　技能にかかる目標

育成就労計画では、育成就労期間を通じ

て到達する技能水準の目標に加え、日本語

能力水準についても目標を設定しなければ

ならない。これは育成就労制度が、日本語

能力を重視することの反映であり、分野別

運用方針において分野ごとに求める技能と

日本語能力の水準を定めている。

農業分野では、技能について第２表に示

す「主たる技能」に応じ、１年経過時まで

に育成就労試験（初級）、育成就労の終了

までに同試験（専門級）に合格することを

目標として設定することとなる（注10）。

ここで育成就労制度の「主たる技能」と

技能実習制度における移行対象職種・作業

の対応関係をみると、「稲作・畑作」「家

きん」「養牛」という記載の変更がある。

これは、技能実習制度では１年を超える

実習が認められていなかった、稲作、肉用

鶏、肉用牛について、育成就労制度では受

入れを認めることを意味し、耕種農業全般

と畜産農業全般を対象とする特定技能とほ

ぼ同様となる。農業者にとって、外国人労

働者を雇用する制度の選択肢が増えるのみ

ならず、外国人にとって、品目を問わず中

期的に従事し続けることが可能となる。

また、技能実習制度から育成就労制度に

かけては、期間中の業務内容に関する基準

が二つの観点から緩和されている。

一つは、それぞれの主たる技能の修得の

ために必ず行わなければならない「必須業

務」は技能実習制度と同様に存在するもの

の、その従事割合は、技能実習制度での過

半から、育成就労制度では１/３以上でよ

いと緩和されている。

もう一つは、育成就労制度では関連業務

（業務時間全体の１/２まで）と周辺業務

（同１/３まで）という区分が廃止となり、

必須業務に１/３以上従事していれば、そ

のほかは農業関連の業務に柔軟に従事して

技能実習
（移行対象職種・作業）

育成就労
（業務区分、主たる技能）

耕種
農業

畑作・野菜 稲作・野菜
施設園芸 施設園芸
果樹 果樹

畜産
農業

酪農 養牛
養豚 養豚
養鶏 家きん

資料 　分野別運用方針より農中総研作成

第２表　農業分野における育成就労制度の業務区分と
「主たる技能」
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よいこととなっている。近年は、周辺業務

に区分されていた集出荷・選果作業の人手

不足が顕在化しているため、育成就労期間

の選果等の作業への従事が増える可能性が

ある。
（注10）技能実習は、在留資格として１年目の１号、
２年目から３年目の２号、４年目から５年目の
３号に分かれている。各段階で計画を作成し認
定を受けたうえで、目標とする試験に合格しな
ければ次の段階に進むことができなかった。こ
れに対し、在留資格「育成就労」は号の区分が
なく、計画の作成は１回となり、１年経過時の
試験の合否は育成就労を続けるうえでは問わな
いことになっている。

ｂ　日本語能力にかかる目標

日本語能力を重視する育成就労制度で

は、育成就労計画において、分野ごとに求

められる日本語能力水準に対応する試験の

合格を目標とすることが求められる。技能

実習制度でも、入国前および入国後に日本

語講習は実施されていたものの、試験を通

じた日本語能力は不問だったため、この点

は大きな変更点である。

農業分野では、就労開始および１年経過

時までに日本語能力試験Ｎ５以上、育成就

労の終了までに同試験Ｎ４以上の合格が求

められる。この水準は、育成就労制度が基

本的に求めるレベルと同じであり、技能と

同様に、１年経過時の試験の合否は問わ

ず、合格していなくとも育成就労の継続自

体は可能である（注11）。

制度としては、育成就労の開始前に、日

本語能力試験N５相当の日本語能力を身に

付けることを前提としているが、未合格を

含めて試験合格が証明できない場合は、入

国後講習の日本語科目においてＮ５合格相

当の認定日本語教育機関の「就労のための

課程」による講習を受け入れる事業者の負

担のもとで、100時間以上受講させる計画を

示さなければならない（入国前講習として

行うことも認められる）。

また、育成就労の期間である３年間の間

に、Ｎ４合格に向けた講習（認定日本語教

育機関の「就労のための課程」による講習

を100時間以上）を受講させることが事業

者の義務とされており、こちらも計画に記

載しなければならない。

もっとも、認定日本語教育機関による講

習が基本とされているが、24年４月施行の

日本語教育機関認定法に基づく当該教育機

関の認定数は26年４月末時点でも一桁にと

どまり、地方・農村部には不利な条件とな

りうる。そのため、当面の間の経過措置と

して、登録日本語教員による講習でも可と

されている。

なお、いずれの場合でも、オンラインで

の実施も認められるが、教員１人の受講生

数は20人以下、かつ同時かつ双方向での実

施に限ることにされている。講習の開催方

法に応じて、農業者の負担額も変動するこ

とが見込まれるため、監理支援機関とも連

携しながら、具体的に連携する先を見出し

ていく必要がある。
（注11）育成就労制度における日本語水準は、
CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）を参考に、
日本語学習、教授、評価にかかる枠組みとして
作成された「日本語教育の参照枠」に応じて設
定されている。農業分野では、育成就労開始ま
でにＡ１（「基礎段階の言語使用者」に相当）、
育成終了時までに求められるＡ2.2（「もし、はっ
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きりとゆっくりとした発音ならば、具体的な必
要性を満たすことが可能な程度に理解できる」
「非常によく用いられる、日常的、若しくは仕事
関連の言葉で書かれた、具体的で身近な事柄な
ら、短い簡単なテクストが理解できる」などの
水準に相当）を求めている。なお、25年12月か
らは、日本語能力試験の成績書類にCEFRレベル
の参考表示が行われるようになり、日本語能力
試験の総合得点と参照枠のＡ１からＣ１の対応
関係が明確化となっている。

ｃ　送出機関等に支払う費用の合意

技能実習制度において失踪が発生する背

景の一つとして、来日前の高額な借金や当

初の説明と比べて報酬が低いという齟
そ ご

齬の

存在が指摘されてきた。これを踏まえ、育

成就労制度では、就労内容と賃金について

母国語で確実に説明することに加え、外国

人の費用負担に上限が設定されている。

具体的には、外国人が送出機関に支払う

費用は、計画に記載された所定内賃金の２

か月分が上限とされ、それを超える場合は

計画認定の対象外となる。この費用には、

送出手数料や職業紹介費に加え、健康診断

費用、職業訓練・研修・日本語にかかる講

習費、さらには渡航費や旅券・査証申請費

用まで含まれる。さらに、送出機関だけで

はなく、一体となって活動する関連機関へ

の支払いを含めた総額で判断することにな

っている。

本内容については、「育成就労の準備に

関し本国で支払った費用の申告書」を計画

申請時に添付する必要がある。上限の超過

分は、監理支援機関または受け入れる農業

者が負担することになり、費用構造の透明

化と外国人の費用負担の軽減がはかられる

点に本制度の特徴がある。

ｄ　人数上限に関する基準

育成就労制度でも、適正な育成と外国人

保護の観点から、技能実習制度と同様に、

常勤職員数に応じた受入人数枠の設定があ

る。

技能実習制度では、常勤職員数の最小区

分は「30人以下」であり、多くの農業者が

ここに該当する。この場合は、技能実習生

は合計９人（１年目３人、２年目から３年

目計６人）を基本枠とし、優良認定を受け

た場合は、２倍にあたる18人まで受入れが

可能である。

一方、育成就労制度では常勤職員数の区

分がより細分化され、常勤職員数が１人で

３人、２人で６人、３人から30人で９人と

いう基本人数枠が設定されている。

そのうえで優良の場合は、基本人数枠の

約２倍（常勤職員１人で４人、２人で７人、

３人で10人など）の受入れが可能となる。

さらに、大都市圏への過度な集中を防ぐ

ため、「指定区域」（注12）に所在する優

良な事業者については、基本人数枠の約３

倍まで受入れが認められる。農業法人は本

店の所在地、家族経営では経営主の住民票

上の住所での判断となるため、全国に拠点

を持つ農業法人は本店所在地に応じた扱い

になる点に注意が必要となる。

もっとも、すべての事業者が優良とみな

されることは考えにくいことから、常勤職

員数が１人から２人の家族経営において

は、受入れ可能人数が縮小する可能性が高
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い。
（注12）指定区域は、東京都、神奈川県、千葉県、
埼玉県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県を除
く道府県が該当する。また、上記８府県でも、
過疎地域に該当する市町村は指定区域に含まれ
る。

(4)　小括

第３図は、各制度の主要なポイントを整

理したものである。計画の策定・認定とい

った受入れの基本的な枠組みは、技能実習

制度から引き継ぐ点が多く、そのうえで適

正な育成の実施と外国人保護のための制度

の厳格化がはかられている。日本語能力へ

の着目、報酬額２か月分を超える入国前費

用の事業者による負担など、事業者の対応

が必要な内容が多く、これらの点に対する

事業者の対応可否が、今後の制度の運用に

大きく影響すると考えられる。

一方で、制度目的に労働力確保が明示さ

れたことにより、現場レベルでは従事可能

な業務内容の柔軟化が進み、現場レベルで

は特定技能に接近する。農業と漁業におい

ては、特定技能と同じく、短期的な労働需

要に対応する派遣形態での雇用が認められ

(1)　受入れ見込数の設定

ここからは第１表に整理した22年の有識

者検討会において重要な論点とされた事項

が、どのように制度に反映されているかを

整理する。１点目は受入れ見込数の設定で

ある。

先行する特定技能制度では、事業者単位

の受入れ人数枠を設けていないが、分野ご

とに受入れ見込み数が設定され、実質的に

上限として機能する。一方、技能実習制度

は国際貢献を制度目的としているため、適

正な技能実習の実施を担保する観点から事

業者単位の人数枠は設けられているものの、

分野全体としての受入れ上限は設定されて

いない。

こうした状況のなか、育成就労制度では、

特定技能制度と一体的に定められる分野別

運用方針のなかで、両制度を通じた外国人

ていることから、その傾向は一層顕著にあ

らわれている。

第３図　各制度の計画策定上の留意点

資料 農中総研作成

事前の計画策定

職種・作業の制限

業務内容の制限

受入人数枠

派遣形態での雇用

育成就労 技能実習 特定技能

育成就労計画

耕種農業、畜産農業
6つの「主たる技能」

必須業務が業務従事時間
全体の1/3以上

事業者ごとの制限あり
分野全体での設定あり

可能
（農業、漁業に限る）

支援計画
（業務内容との関係は薄）

耕種農業全般
畜産農業全般

栽培・飼養管理と農畜
産物の集出荷・選別の

業務が主
事業者ごとの制限なし
分野全体での設定あり

可能
（農業、漁業に限る）
（事業者制限あり）

技能実習計画

耕種農業3作業
畜産農業3作業

必須業務が業務割合の
1/2以上

認めていない

事業者ごとの制限あり
分野全体での設定なし

４　論点の制度への反映

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農林金融2026・6
14 - 262

労働者の受入れ見込数が設定されることと

なった。この見込数を超過した場合には、在

留資格認定証明書の交付が停止されるな

ど、新たな受入れができなくなる。

農業分野においては、第３表のとおり必

要就業者数を136.8万人と試算し、現状の就

業者数との差である38.9万人が不足すると

見込まれている。そして、経営規模の拡大

等による生産性向上や、農業への人材の呼

び込みや定着に関する取組みを通じて、国

内人材を28.94万人追加的に確保したとして

も、なお不足する9.96万人を、29年３月末ま

での外国人の受入れ見込数とし、そのうち

特定技能外国人数を7.33万人、育成就労外

国人2.63万人と見込んでいる。

ここでの育成就労外国人の見込数は、制

度施行後の27年４月から29年３月までの２

年間の数値であり、現状の農業分野の技能

実習生が年間約１万人入国している実態を

踏まえると、過大な水準ではないと考えら

れる。

ただし、この見込数は、人手不足の54％

を生産性向上により、21％を国内人材の確

保により補うことを前提としている。これ

らは過去の実績に基づいているが、今後も

農業従事者数の減少が続くことが確実なな

かで、生産性向上等が想定どおり進まなけ

れば、外国人雇用が進んでしまうとも考え

られる。外国人労働者の雇用には上限があ

ることを踏まえると、スマート農業の導入

を含む省力化の推進や、国内人材確保策の

一層の強化を並行して進める視点が不可欠

である。

なお、外食業分野では、特定技能の受入

必要
就業者数
（A）

就業者数
（B）

人手
不足数
（C）

生産性
向上
（D）

国内人材
確保
（E）

受入れ
見込数
（F） うち

特定技能
見込数

うち
育成就労
見込数

136.8 97.9 38.9 20.94 8.00 9.96 7.33 2.63

第３表　農業分野の受入れ見込み数（令和11年3月末まで）の設定

必要就業者数
令和10年度の農地面積の確保目標を417.1万haと見込み、当該農地面積を
現行の生産性（3.0ha／人）で除して算出。
生産性向上
経営の規模拡大により、生産性向上ペースが令和10年度まで継続し、１
人あたりの農地面積が0.6ha／人増加すると想定。
国内人材確保
農業への人材の呼び込みと定着に向けた取組等により、現行の若年層新
規就農者数（1.6万人）が令和10年度まで継続する想定。
資料 　第2表に同じ
（注） 1  　特定技能は令和8年1月から令和10年度（令和11年3月）までの約3年間分の数（令和6年3月決定

がベース）。
2　育成就労は令和9年度から令和10年度（令和11年3月）までの2年間分の数（技能実習生数（年
約1万人）がベース）。
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れ見込数である５万人を超えることが見込

まれるとして、26年４月13日以降の申請分

から、在留資格認定証明書の交付を一時的

に停止することが26年３月に決まってい

る。この措置は特定技能制度創設以来初め

てであり、当面の間、新規受入れは不可能

となる。この状況は外食業界において大き

な関心事項となっており、国内ですでに従

事している特定技能外国人の「引き抜き」

の激化への懸念や、受入れ見込数の拡大を

求める意見が出てきている。外国人の就労

希望者にとっては、日本での就労環境の変

化を意味し、結果として日本就労の魅力低

下につながる可能性が指摘されている。

この措置により、外食業分野での就労を

希望していた外国人が宿泊業や飲食料品製

造業を選び、これらの分野でも上限に達す

る可能性がある。その場合には農業への流

入も想定されるが、来日時は農業を選択し

つつも、他分野の受入れが再開された後に

転職してしまう動きも想定されるため、他

分野の受入れ状況を注視しつつ、影響を考

える必要がある。

(2)　転籍制限の緩和

育成就労制度では、人権侵害防止の観点

から、本人の意向による育成就労実施者の

変更（転籍）について制限の緩和が決まっ

ている。

技能実習制度では、技能修得は同一事業

者のもとで継続的に行うことが望ましいと

いう考えから、原則として３年間は本人意

向の転籍を認めていなかった。しかし、こ

の仕組みは、問題がある場合でも、外国人

が従事を継続せざるを得ない状況や、最終

的に失踪に至る要因として指摘され、見直

しの対象となっていた。

これを受け、育成就労制度では転籍制限

期間の短縮が行われ、農業分野ではその期

間を１年としている（注13）。

この緩和の検討段階については、地方・

農村部から都市圏への人材流出の加速や、

都市部との賃金格差を背景に、入国後のさ

まざまな手続き等を終えた外国人の「引き

抜き」の誘発といった懸念があがってい

た。農業分野についていえば、都市圏への

流出よりも「指定区域」に区分はされる茨

城県や千葉県などの比較的賃金が高いエリ

アの事業者からの引き抜きの余地を考慮し

なければならない。

検討の結果、育成就労制度では、転籍に

際して受け入れる事業者に対して計画の策

定・認定を求めるとともに各種の基準を定

めており、内容は大きく４つに分かれる。

一点目は、転籍先の制限であり、転籍先

は優良と認められた事業者に限られ、法令

違反等が生じた事業者もここで排除される

こととなる。

二点目は、従業員に占める転籍者の割合

であり、指定区域から指定区域外への転籍

について、在籍する育成就労外国人のうち

本人意向による転籍者の割合を１/６以内

とする上限が設けられている。また、指定

区域内であっても１/３の上限があり、過

度な引き抜きを抑制する方針となってい

る。
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三点目は、転籍希望者とのマッチングに

おいて、民間の職業紹介事業者や特定募集

情報等提供事業者の関与が排除されている

点である。特定技能では民間事業者が転職

をあっ旋し、収益をあげる実態も散見され

るが、育成期間という位置付けのもと、ハ

ローワーク等の職業紹介を通じた受入れの

計画は認められない方針となっている。

四点目は、初期費用の補てん義務であ

る。転籍先となる事業者は、転籍にかかる

育成就労計画の認定後６か月以内に、育成

機関に応じた告示額を支払う必要がある。

金額は入国直後が最も高く、２年経過後に

は初期費用の１/２の水準となる。

これらの措置の実効性は現時点では不確

実性が残るものの、特定技能制度の実態と

比較するとハードルは高く、安易な引き抜

きの発想が抑制される効果は期待できる。

なお、事業者の経営上の都合や人権侵害

や対人関係の諸問題などに起因する「やむ

を得ない事由」による転籍については、こ

の限りではなく、むしろ円滑な転籍支援を

講じることが必須とされている。
（注13） 労働基準法の附則137条を参考にすれば、日
本人の雇用でも、１年を超える転籍について拘
束は認められない。ただし、育成という観点か
ら、育成就労制度においては、昇給などの待遇
の向上等をはかる場合に限り、分野ごとに１年
を超える転籍制限期間を設けてもよいとされ、
介護、建設、自動車整備などいくつかの分野が、
当面の間、２年を転籍制限期間としている。な
お、転籍は、育成就労１年目までの到達目標と
する技能と日本語能力の試験に合格している外
国人のみが可能であり、すべての外国人が転籍
できるわけではない。

(3)　日本語講習、試験合格のタイミング

前述のとおり、育成就労制度は日本語能

力を重視しており、日本語能力試験の合格

が特定技能制度への接続においても重要と

なる。

第４図は、日本語能力水準への対応パタ

ーンを示したものであり、入国前の試験合

格状況に応じて大きく異なる。

第４図　育成就労制度が求める日本語能力水準への対応パターン

資料 育成就労制度運用要領より農中総研作成

求められる日本語能力水準

試験入国前に
A2相当以上に
試験合格

【パターン①】

試験入国前に
A1相当以上に
試験合格

【パターン②】

試験入国前に
A1相当以上に
試験未合格
【パターン③】

日本語教育の
参照枠の
Ａ1相当以上
（N5以上） 育成就労

期間中の
日本語講習の
受講は
不要

A1相当以上の
日本語講習の
受講不要

A2相当以上の
試験合格を
目標とした
認定日本語教
育機関等での
100時間以上
の履修

A1相当以上の
試験合格を
目標とした

100時間以上の履修

A2相当以上の
試験合格を
目標とした
認定日本語教
育機関等での
100時間以上
の履修

日本語教育の
参照枠の

Ａ2.2相当以上
（N4以上）

「日本語教育の参照枠」の
A2.2相当以上の水準が必須 特定技能への移行

入国後講習

就労開始

1年目

3年目 試験合格 試験合格

特定技能

入国

育
成
就
労
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ここでのポイントは、就労しながら試験

合格水準に到達するための学習機会をいか

に確保するかである。耕種農業は繁閑差が

大きく、逆にいえば繁忙期に学習機会を設

けることが困難である一方、畜産農業は年

間を通じて業務が継続するなど、品目ごと

に条件が異なる。これらを踏まえ、外国人

に講習を受講させ、自主学習を促すために

は、日本語試験に合格する意義を本人に伝

えるとともに、農業者自身も日本語による

コミュニケーションの価値を認識する必要

がある。

入国前にN４以上の試験に合格している

場合（パターン①）には、入国後および育

成期間中の講習は不要となる。ただし、こ

のような人材は特定技能１号での就労が可

能であり、育成就労でも農業以外の他分野

が選択肢となるため、報酬額が高い分野と

の競合を懸念する必要がある。

パターン②にあたるN５の試験合格者は

入国後講習か就労期間中に100時間超の講

習受講が必要となり、未合格を含むパター

ン③は、入国後講習、育成期間中のそれぞ

れの間に100時間超の講習受講が必須とな

る。

「令和６年度外国人雇用実態調査」によ

れば、農林業従事者は「基本的な挨拶の会

話はできる」という割合が相対的に高く、

高度な会話能力には至っていない者が多い

と推測され、日本語教育の拡充が不可欠で

ある。しかし、農村部では対面型の教育機

会の確保は困難となりやすく、オンライン

教育の活用が重要となるため、その知見の

結集が分野全体として求められる。

育成就労制度での日本語試験への合格

が、中期的なキャリアパスの構築の要とな

るなかで、農業での合格率が極端に低いと

なれば、「選ばれない」産業とみなされて

しまうため、極めて重要な課題といえる。

(4)　経過措置を踏まえたスケジュール

27年４月の育成就労制度施行に向けて、

26年４月から監理支援機関の申請受付が開

始されている。また、制度施行に先立ち、

26年９月からは育成就労計画の申請受付も

開始予定となっている。計画の申請にあた

っては、連携先として認定を受けた監理支

援機関を記載する必要があり、技能実習制

度において関係してきた先同士での細かな

連携が必要といえる。

なお、新制度への移行にともなう経過措

置として、27年２月までに計画認定申請を

行い、同年６月30日までに実習を開始でき

る場合に限り、技能実習生の継続受入れお

よび第２号修了まで技能実習の実施が認め

られている（注14）。

このため、例年３月から５月にかけて技

能実習生を受け入れてきた北海道や東日本

の農業者については、27年度上期は経過措

置を活用した技能実習生の受入れを選択す

る可能性が高い。むしろ、制度に慣れてい

る技能実習生の受入れを希望して、いわゆ

る「駆け込み」が過熱すると想定でき、外

国人の面接時期を含め、26年度中のスケジ

ュールを詳細に確認する必要がある。

一方、夏季以降に受入れが多い九州の野
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おわりに

菜産地などは、経過措置の活用は難しく、

27年度の受入れから育成就労制度への対応

が必須と考えられる。同一の農業分野であ

っても、天候や品目の特性により対応時期

に差が生じる点は、農業特有の事情である

といえる。
（注14）第３号技能実習への移行を含め、この点の
詳細は出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就
労制度の移行に伴う技能実習の経過措置につい
て」に詳しい。

以上のとおり、育成就労制度は、技能実

習制度の課題を踏まえつつ、特定技能制度

との接続を意図して設計された制度であ

り、多くの評価し得る点を有している。

しかしながら、特定技能制度の運用実態

をみると、転籍状況や「技能実習ルート」

と「試験ルート」の比率について、分野ご

との差異が顕著であるように、育成就労制

度においても分野ごとの違いを含めた、検

討時は予想できていなかった状況が生じる

可能性は高いと考えられる。

特に本制度が労働力確保を目的として明

確に位置付けたことにより、各分野の労働

需要の特性や人手不足の状況が強く反映し

つつ人材育成が進められることも、運用の

違いにつながってくると推測される。

農業分野においては、特に日本語能力へ

の対応が重要な課題となる。地方・農村部

という条件のもとで、日常業務と並行して

講習を受講させ、かつ試験合格レベルに到

達させることが可能であるかが、制度運用

の成否にもかかわる重要な要素となる。

なお、このことは、特定技能への移行と

いう、中長期的に日本での就労を希望する

外国人にとってもプラスに寄与する内容で

ある。つまり今後は労働条件や生活環境に

加えて、日本語能力に関する充実度が、選

ばれる魅力的な産業・産地の条件に追加さ

れたとみなすことができるため、農業分野

内にとどまらず、行政等との連携を含めた

対応を検討する余地がある。

また、外国人は労働者であると同時に、

日本に住む生活者にもなる。事業者が日本

語を学ぶための費用を負担する仕組みとは

なっているが、生活者として日本語が会話

できることのメリットを見据え、行政等と

の連携を含めたあり方は別途模索されるべ

きといえる。

中小規模の農業者にとっては、監理支援

機関に求められる役職員数の基準の影響に

より敬遠される可能性を含めて、育成就労

制度の導入により外国人を直接雇用するハ

ードルが高まる可能性が考えられる。複数

の農業者等での共同受入れや、派遣事業の

利用まで視野に入れて、農業者の制度対応

可否を見据えた労働力確保策を見出さなけ

ればならない状況といえるだろう。

規模拡大を進める農業者のなかには、労

働力確保策として外国人雇用をさらに重視

する傾向が出てくる予想もできる。国際的

な人材の獲得をめぐる競合のみならず、国

内の他分野との競合の激化が緩和される予

想は持ちにくく、外国人から選ばれるだけ

ではなく、働き続けたいと思われる分野・
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産地となるための取組みは引き続き不可欠

となる。

さらに、育成就労制度と特定技能制度に

は受入れ上限が設定されている以上、外国

人労働者への依存には限界がある。生産性

向上や国内人材確保をこれまで以上に推進

しなければ、受入れ上限を迎え、人手不足

が一層深刻化する可能性が高い。

そのため、スマート農業の導入や選果施

設における効率的な作業体制の構築など、

現行の生産体系や労働需要の在り方を見直

しつつ、総合的な労働力確保策を講じる必

要がある。その一環として、育成就労制度

を含む外国人雇用を位置付けつつ考えてい

くべきといえる。

引き続き、農業の労働特性を踏まえた外

国人雇用の動向とともに、外国人雇用施策

の位置付け、生活者となる外国人の動向に

ついても、フォローしていくこととした

い。
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